
歩道の切り下げ

隣地境界線

原則、乗り入れ口は交差点の隅切りもしくは横断歩道から
５ｍ以上離すこと

駐車場
隣地境界線から３０ｃｍ離し

てテーパーブロックを設置

現況の舗装、側溝等につ

いても、乗入規格に応じて

施工する必要があります

地先土地利用に応じて、開口で

きる間口は規定されております


